
あさか環境市民会議 運営会議 議事録 
 
日 時：令和５年２月７日（火）午前１０時～１１時３５分 

 場 所：リサイクルプラザ 

 出席者：松永会長、明山副会長、田中副会長、桒田会計、沢田会計、豊田さん、山本さん、 

小林（一）さん、事務局（内田、山本） 

 

1 報告と振り返り 

  ～岡～ 

   ・休み 

～宮戸～ 

・１０名ほどの参加 

・ヒノキの倒木４本中２本目の作業を終えた。直径７５cm ほどあったため、大変であった。

残り２本については、新芽が出る時期は踏み荒らす為、３月までに実施したい。 

・畑に面した野火止用水跡地の、のり面部分にジャガイモやこんにゃくなどの作物残骸が投

げ込まれ、芽が出てしまう。今後整備をしてミニ植物園のようにしたいと考えている。竹

のくし等を使用し柵を作るなどして、宮戸緑地の在来種の展示をしたいと考えている。 

 デザインはこれからだが、構想については、みどり公園課に提案して了解を得ている。 

・代々木公園で行われている「東京パークガーデンアワード」で西武造園（宮戸緑地に参加

されている方がスタッフとして関わっている）の作品が入選した。上記ミニ植物園のデザ

インの参考になりそうである。 

・例年ヤマユリが立派に咲くのだが、奥の方で人目に付きにくいため、掘り起こして移植で

きる状態にしてある。 

・民家に近い部分にあるカシの木は、みどり公園課と協議のうえ伐採予定である。 

・チップチョッパーを宮戸に移し、カシのチップ化を進めたいと考えている。 

～根岸台～ 

   ・竹林の整備をした。 

   ・シュンラン・キンラン・ギンランの状況確認をした。今月末には新芽がのぞき出しそうで

ある。 

  ～その他～ 

   ・みどり公園課の予算で、オイル２種、チェーンソー替え刃、草刈り機のロープなどを購入

してもらった。 

   ・サイサン助成金の入金が１月末にあった。決算書を送付する作業が残っている。 

 

 ２ その他 

  〇山本さん（わくわく新河岸川みどりの会）からの提案議題 

   ・「埼玉県事業、河川敷伐採計画における残すべき樹木の選定について」 

朝霞県土事務所は、黒目川東橋の下流河川敷の樹木伐採において、どの木を残すか市民

の皆さん意見を聞いたうえで判断したいとの事。 

→令和５年３月４日午前１０時 東橋集合  

 参加希望者で現地を下見しながら、残す樹木の話し合いをする。 

 



   ・「朝霞湿生植物保護の会の手伝い募集」 

朝霞調整池近くでトダスゲ（絶滅危惧種）など湿生植物の保護活動している会員２名が

高齢（８５歳＆８０歳）となってしまった為、力作業を手伝ってくれる人を募集したい。

具体的には、1500 平米ほどある地域の腐った柵の撤去などである。手伝う日に関しては

別途声掛けする予定。里山作業などで声掛けすることとする。 

   ・「田島公園入口付近の野良猫について」 

田島公園入口付近に、地域の人たちにエサをもらっている野良猫がいるが、ボランティ

ア団体による避妊去勢手術済みである。あさか環境市民会議は環境問題について、意識

の高い人達の集まりなので、このような野良猫の問題についても議論してはどうかと提

案があった。 

   ・「黒目川の桜の枝切除について」 

黒目川に親しむ会の小林さんから桜の枝が腐ってきているのがあり、切除協力の依頼が

あり、２月１８日（土曜日）午前 10 時から３中グランド集合で実施することになった。 

 

  〇藤井会長を偲ぶ会 １月２８日（土） 

   ・最終的には１００名以上の参加者があった。 

   ・あさか環境市民会議では５５名の会員のうち３０名の出席があった。 

   ・当日上映された映像（１５分程度）を鑑賞した。 

 

  〇令和５年度運営会議及び定期総会の日程について 

   ・運営会議は通常第１火曜日とする。ただし、祝休日の関係上５月・１月は第２週目と

する。（注：５月・１月の岡の活動は中止とする。） 

   ・定期総会の日程については、その場で決められなかった為、一旦保留となった。 

 

  〇総会について 

   ・令和５年度の定期総会は、例年同様はがきによる書面決議と対面決議の両方で実施するこ

ととする。 

   ・次回までの懸案事項→日程、講演会をやるかどうか、会則の変更について 

    会則の変更について→①部会制度廃止の件 

              ②協力会員の権限及び会員資格喪失について明記されていない件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回運営会議は３月７日（火）１０：００から リサイクルプラザ３階会議室 

権限・資格・資格喪失の懸案事項 

【正会員】議決権を有する 

     活動に保険を適用する 

     全ての案内を送る 

     資格喪失は会費未納入かつ１年間活動無（実質２年間？） 

【協力会員】議決権を有さない 

     活動に保険を適用する 

     案内を送る？（イベント・議事録・総会資料 等） 

     資格喪失は１年間活動無？ 

 


